
資料１－１ 

「円滑なインターネット利用環境の確保に関する検討会」開催要綱 

 

１ 目的 

近年、増加する IoT 機器を悪用したサイバー攻撃等によりインターネットに重大な障害

が発生している。さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に際して

日本に対する大規模なサイバー攻撃の発生が懸念される。このため、電気通信事業におい

てインターネットの障害を防ぐ適切な対策が講ぜられるための方策について検討を行う。 

 

２ 名称 

本検討会は、「円滑なインターネット利用環境の確保に関する検討会」と称する。 

 

３ 検討事項 

（１）電気通信事業者によるサイバー攻撃等に起因したインターネットの障害の防止措

置 

（２）電気通信事業者等によるインターネットの障害に関する情報共有の在り方 

（３）IoT 機器を含む脆弱な端末設備への対策           

（４）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本検討会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（２）本検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（３）本検討会は、座長が運営する。 

（４）座長は、本検討会を招集し、主宰する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長不

在のときは、座長に代わって本検討会を招集し、主宰する。 

（５）座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

（６）座長は、必要に応じて、ワーキンググループを開催することができる。 

（７）ワーキンググループの構成員及び運営に必要な事項については、座長が定めると

ころによる。 

（８）その他、本検討会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５ 議事・資料等の扱い 

（１）本検討会は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認める場合について

は、非公開とする。 

（２）本検討会で使用した資料及び議事要旨は、原則として、総務省のウェブサイトに

掲載し、公開する。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の利益を

害するおそれがある場合又は座長が必要と認める場合については、非公開とする。 

  



 

６ その他 

本検討会の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課及び電気

通信技術システム課が行う。  
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